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北九州芸術劇場1 

 
はじめに 

 
北九州芸術劇場は、2003年、複合施設「リ

バーウォーク北九州」の高層階に建設され、

ＪＲ西小倉駅から徒歩 3分という交通至便な

位置にある創造型劇場である。北九州市では、

産業構造の変革に伴い、従来型の工業都市か

ら脱却し、「文化創造都市」への転換が進められてきたが、小倉北区の中心市街地を「北九

州市の都心」と位置づけ、放送局、新聞社、商業施設に加え、北九州市立美術館分館、映

画館などのほかの文化施設とともに建設された。 
この劇場は、大・中・小のホールと稽古場、情報センターを有し、「創る」「育つ」「観る」

を基本コンセプトに、文化を創造、まちに賑わいを作り出し、人を育てる施設としての役

割を果たしてきた。 
 
１．北九州芸術劇場の設立経緯と概要 

 

北九州市2は、近隣五市の対等合併によって 46年前に誕生した政令指定都市で、かつて製

鉄や化学といった重工業で栄えた地区である。2009年現在人口約 98万人を擁する九州で

も有数の中核的な都市であるが、従来旧五市に対等にインフラ整備を行ってきた。しかし

ながら、産業構造の大きな変革の中で、深刻な経済衰退に直面し、まちの活性化をめざし

て、市では、1988年基本構想である「北九州市ルネッサンス構想」を打ち出した。この構

想には小倉都心の整備が含まれており、駅周辺の整備に加えて、紫川マイタウン・マイリ

バー整備事業として、小倉城など紫川周辺の整備及びリバーウォーク北九州の建設が計画

された。リバーウォ―ク北九州は、小倉北区役所の跡地と民間の土地を中心に再開発された

                                                 
1 本稿は垣内恵美子（本学文化政策プログラム教授）が 2009年 3 月 14日に北九州芸術劇場に対して行っ
たインタビューをもとに構成されている。  

2 北九州市ホームページ (http://www.city.kitakyushu.jp/) 
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複合施設で、店舗だけでなく北九州芸術劇場のほか、美術館分館、映画館、放送局、新聞

社などがはいり、北九州市の文化拠点地区を作り出そうとするものであった。 
この中で、劇場は、再開発事業によって建設された「リバーウォーク北九州」内に設置

されたが、区役所跡地の権利変換方式により取得したため、文化施設については約 158億

円（劇場部分は約 146億）という建物建設費を市は投入せずに済んだ。また、劇場の管理

運営費に見合う額が新たにこのリバーウォーク北九州の固定資産税として市に入るように

なっているので、財政的な負担が軽減されている。 
また、従来北九州市には、各区に市民会館があり、小倉にも小倉市民会館があったが、

多様な舞台や娯楽を求めて、住民が福岡に出かけることもしばしばであった。一方、北九

州は古くから演劇活動が盛んで劇団や関係者が多く在住し、演劇を楽しむ北九州演劇祭が

1993年から継続して開催されてきたが、このための拠点がほしいという要望もあった。こ

のため、北九州市にビジターズ産業をつくり出すことも視野に入れつつ、劇場は、若く才

能のある人々を全国から集めることを目的に活動を行うこととしたものである。 
劇場の大ホールは、ミュージカル、バレエ、クラシック、ポピュラー音楽まで幅広く多

様な催しが可能なプロセニアム型で、1269席を有する。さらに、中劇場は、漆黒の壁面と

サイドバルコニー席を含む 700席の演劇中心の舞台であり、小劇場は、舞台と客席（約 100
～200席）を自由にレイアウトできる空間となっている。 
 
２．事業方針、組織、及び活動内容 

劇場は、その設立経緯にも見られるように、都市計画と文化振興を一体化したもので、「創

る（オリジナル・プロデュースの演劇作品を創造）」「育つ（アウトリーチ活動、劇場サポ

ーター組織を通じてネットワークを作るといった教育普及活動）」「観る（芸術作品を招聘

し、市民にさまざまな公演を提供）」の 3つの基本コンセプトに沿って事業を行っており、

具体的には以下のような事業に分かれている。 
 
（１） 創造活動（創る）：共同制作をいう。すなわち、スタッフ、地元の役者、テクニカ

ルも含む企画制作である。 

（２） 公演事業（観る）：招聘事業。 

（３） 北九州演劇祭：場の提供、制作も行う。 

（４） 提携事業：リスクを持たないが共同で公演を行う。 

（５） 学芸事業（育つ）：アウトリーチなどの教育普及事業。 

 

しかしながら、北九州芸術劇場では、芸術監督制度を採っていない。芸術的な方向性、

レベルと地域のニーズを合わせるのは難しいことが多いが3、プロデューサー制度であれば、

                                                 
3 市制 30周年の 1993年に建設された北九州市立響ホール（音楽専用のホール）は、クラシック音楽に適

したシューボックス型の劇場で、開館当初は芸術監督を置き、現代音楽の企画を中心に活動を行い全国的



まず芸術面では、人的ネットワークを持っていれば、事業単位で最適な演出家を選べる。

一方、運営面では、行政や外部への説明などがやりやすく、また何か問題があったときに

も、プロデューサーのほうがリスク管理がしやすい。 
また、レジデント・カンパニーについては、財政的な問題のほかに、芸術的な面で劇場

とカンパニーが相乗的に創造、発信できる仕組み、手法が見つかるまではおかない予定で

ある4。  
この劇場は、現在（財）北九州市芸術文化振興財団が指定管理者として管理運営してい

るが、1976年に市の 100％出資で設立されたこの財団は、市民の芸術活動の振興に関する

事業を行うとともに、埋蔵文化財発掘調査等も行うことで、市民生活の向上と市民の豊か

な芸術文化の創造に寄与することを目的とし、北九州芸術劇場の他に、響ホールなども所

管する（資料３「組織図」参照）。この中で、北九州芸術劇場の管理運営組織は、舞台技術、

舞台事業、宣伝営業、劇場管理に分かれているが、他の劇場にないポジションとして、シ

アターコーディネーターを置いている。この役割は、セクション別、コンセプト別に組ま

れている組織の中で、誰の仕事でもないことや、各セクション間の連携などの必要な作業

を行う。さらに、ハード、ソフトを含め、劇場の説明責任の一端を担っており、館長の補

佐的な作業や貸し館スケジュールの調整の要でもある。 
2007年度における自主事業の合計入場者数は約 5万 7千人で、公演事業（3万 2千人）、

共催・提携事業（約 1万 2千人）のほか、創造事業では約 5千人を集めた。また、教育普

及について約 6千人が参加している。一方で、貸し館事業では約 20万人を集めており、合

計で約 28万人が劇場を利用した（詳細は、資料１参照）。 
 

３．財政状況 

事業費は、2007年度、総額で約 3億 8,000万円であるが、そのうちチケット収入が約半

分を占め（1億 9,700万円）、市の補助金が約 3分の 1（1億 2,700万円）、その他外部資金

が 14％（文化庁約 3,700万円、地域創造約 1,500万円）となっている。貸し館収入は、お

よそ 2,000万円～4,000万円で、市の歳入となる。また、劇場の利用料金の減免については

市の一般原則に従っている。なお、芸術劇場の管理運営費は、2007年度約 6億７千万円で、

市から支払われている。 
この劇場は、その設立当初から文化庁の拠点形成事業の助成を継続して受けているが、

この文化庁の助成事業なしでは、この劇場は活動を継続できなかったと津村館長は言う5。

市民の認知、演劇へのアクセス、生活を豊かにするためには幅広い演目を紹介する必要が

あるが、交通費が通常の都市よりも多くかかる北九州にあって、劇場が、創る、育つ、観

る事業を同時に開始することができたのは、この助成があったからである。支援は 2007年

                                                                                                                                               
な注目を浴びたが、地域からは必ずしも好意的に迎えられたわけではなかったといわれている。  
4 3 月 14 日インタビュー。  
5 3 月１４日インタビュー。  



度で 3,600万円程度であり金額的には大きなもので、劇場の立ち上がりから継続で支援を

受けたことで、当初の想定どおり劇場の活動が軌道に乗った。特に、育つ事業については、

事業予算に比して収益が見込めないものであるが、文化庁助成を受けて、教育普及活動に

年間約2，000万円を継続して使用することができ、これが劇場活動の下支えになっている。

（資料２参照） 
 

４．今後の課題 

 

多様な市民ニーズと制約のある事業費の中で、特に「創る」ことを中心に行っていく必

要がある。なぜならば、地元で制作することによって、人が育つからである。育つ人材は

アーティストのみではなく、技術スタッフやアートマネジメントの分野にも及ぶ。さらに、

演劇、ダンスをコンセプトにしている劇場であり、地域において表現者をどう作っていく

かが重要な課題と認識している6。  
また、地域での展開は大都市とは違う方法論が必要であり、スキルを持った周辺人材が

あまりいないため、全国からアーティストだけでなくさまざまな若い才能、人材を集める

ための体系的な戦略を検討するとともに、劇場といかにリンクするのか、この地域にそう

いった環境が作れるのか、模索している。 
一方で、劇場活動を通じて、たとえば、他地域から演劇人が移住してきたり、大道具の

制作会社が設立されるなど、少しずつ変化が見られてきている。これがさらに、ソフトや

制作などの新しい分野への展開につながり、広告など他のビジネス分野にも拡大していく

ことを期待している。また、予算の効果的な使用によって、若い人材に対し、劇場で作業

できない部分を外注するなども積極的に行っていきたいと考えている。 
この劇場の観客は、商業演劇であれば全国区から訪れるほか、他の演劇公演であっても、

北部九州地区（大分など）から西中国（下関、広島など）まで広がるエリアから来ており、

今後は、長期ビジョンに謳うように次の 5年間で劇場に足を運ぶことの日常化に向け、よ

り完成度の高い作品を制作、人材の定着、そして観客の拡大に取り組んでいくことが重要

であろう。（資料４参照。） 
 
参考資料一覧（北九州芸術劇場提供） 
 
・ 資料１ 利用者数･提携事業 
・ 資料２ 財政状況 
・ 資料３ 組織図 
・ 資料４ 長期ビジョン 
・ 資料５ 設置条例 
・ 北九州芸術劇場公式 HP( http://www.kitakyushu-performingartscenter.or.jp/) 
（2009年 3月 25日現在） 
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【資料 1 利用者数･提携事業】 

 



 



 



 



 
 



【資料２ 財政状況】 

 
【資料３ 組織図】 

 
 

 

 



【資料４ 長期ビジョン】 

 

 

 



【資料５ 設置条例】 

○北九州市芸術文化施設条例  

平成 15 年 10 月 10 日  

条例第 55 号  

(設置 ) 

第 1 条  優れた芸術文化を市民が享受する機会の拡大、新たな芸術文化の創造及び市民

文化の向上に資するため、別表第 1 に掲げる施設 (以下「芸術文化施設」という。)を設

置する。  

(使用の許可) 

第 2 条  別表第 2 に掲げる芸術文化施設の施設及び設備 (以下「芸術文化施設の施設等」

という。 )を使用しようとする者は、あらかじめ市長(地方自治法 (昭和 22 年法律第 67

号 )第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者 (以下「指定管理者」という。)に使用の

許可を行わせる芸術文化施設にあっては、指定管理者。以下この条及び次条において同

じ。 )の許可を受けなければならない。  

2 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、前項の許可をしないものとする。  

(1 ) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。  

(2 ) 芸術文化施設の設置の目的に反するとき。  

(3 ) 芸術文化施設の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。  

(4 ) 前 3 号に掲げる場合のほか、芸術文化施設の管理上支障があると認められるとき。  

(使用の許可の取消し等) 

第 3 条  次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、使用

を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。  

(1 ) 前条第 2 項各号のいずれかに該当するとき。  

(2 ) この条例若しくはこの条例に基づ く処分に違反し、又は関係職員の指示 に従わなか

ったとき。  

(3 ) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。  

(使用料 ) 

第 4 条  市は、芸術文化施設の施設等の使用につき、別表第 2 に定める使用料を徴収す

る。  

2 使用料は、使用の許可の際納入し なければならない。ただし、市長が特別 の事情があ

ると認めるときは、この限りでない。  

(使用料の減免等) 

第 5 条  市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免し、又は

使用料の徴収を猶予することができる。  

(使用料の不返還) 

第 6 条  既に納付した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認め



るときは、この限りでない。  

(指定管理者) 

第 7 条  市長は、芸術文化施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認め

るときは、当該芸術文化施設の管理を指定管理者に行わせることができる。  

(指定管理者の指定の手続) 

第 8 条  指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が別に定める申請書に当該芸

術文 化施設の管 理に関する 事業計画書 その他規則で 定める書類 を添えて市 長に申請し

なければならない。  

2 北九州芸術劇場及び北九州市立響 ホールの指定管理者の指定に係る前項に 規定する申

請については、市長が当該施設の運営の方法、指定管理者に行わせる業務の内容等を勘

案して特に必要があると認めるときは、市長が適当と認めたものに限り、当該申請をす

ることができる。  

3 第 1 項に規定する申請があったときは、市長は、事業計画書の内容、事業計画書に従

い当該芸術文化施設の管理を安定して行う能力等を審査の上、最も適当であると認めた

ものを指定管理者として指定する。  

(平 20 条例 31・一部改正) 

(指定管理者が行う業務) 

第 9 条  指定管理者が行う芸術文化施設の管理の業務は、次のとおりとする。  

(1 ) 芸術文化施設の維持管理に関すること。  

(2 ) 芸術文化施設の施設等の使用の許可に関すること。  

(3 ) 前 2 号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務  

(指定管理者が行う管理の基準) 

第 10 条  指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定める

ところに従い芸術文化施設の管理を行わなければならない。  

(指定管理者の秘密保持義務) 

第 11 条  指定管理者の役員若しくは職員若しくはその構成員又はこれらの者であった

者は、芸術文化施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は当該施設の管理の業務

以外の目的のために使用してはならない。  

(委任 ) 

第 12 条  この条例に規定するもののほか、芸術文化施設の管理に関し必要な事項は、

市長が定める。  

(罰則 ) 

第 13 条  詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れ

た金額の 5 倍に相当する金額 (当該 5 倍に相当する金額が 5 万円を超えないときは、5

万円とする。 )以下の過料に処する。  

付  則  抄  



(施行期日 ) 

1  この条例は、平成 15 年 11 月 1 日から施行する。ただし、第 7 条、第 8 条及び次項の

規定は、公布の日から施行する。  

(経過措置 ) 

2  第 8 条の規定の施行の日前になされた同条の規定による指定管理者の指定の手続に相

当する手続は、同条の規定によりなされたものとみなす。  

(北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正) 

3  北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例(昭和 47 年北九州市条例第 8 号 )の一部

を次のように改正する。  

〔次のよう〕略  

付  則 (平成 20 年 6 月 25 日条例第 31 号 ) 

この条例は、公布の日から施行する。  

別表第 1(第 1 条関係 ) 

(平 20 条例 31・一部改正) 

施設の種類  目的又は事業  名称  位置  

劇場  演 劇 を 主 と し た舞 台 芸 術 の 制

作及び公演、当該舞台芸術を担

う 人 材 の 育 成 等を 行 う と と も

に、市民自らが演劇 、音楽等の

活 動 を す る 場 を提 供 す る こ と

により、優れた芸術文化を市民

が 享 受 す る 機 会の 拡 大 及 び 新

たな芸術文化の創造に資する。 

北九州芸術劇場  北 九 州 市 小 倉 北 区 室

町一丁目 1 番 1 号  

音楽堂  音楽を主とした公演、音楽を担

う 人 材 の 育 成 等を 行 う と と も

に、市民自らが音楽等の活動を

する場を提供することにより、

優 れ た 芸 術 文 化を 市 民 が 享 受

す る 機 会 の 拡 大及 び 新 た な 芸

術文化の創造に資する。  

北 九 州市 立 響ホ ー

ル  

北 九 州 市 八 幡 東 区 平

野一丁目 1 番 1 号  

北 九 州市 立 門司 市

民会館  

北 九 州 市 門 司 区 老 松

町 3 番 2 号  

北 九 州市 立 若松 市

民会館  

北 九 州 市 若 松 区 本 町

三丁目 13 番 1 号  

北 九 州市 立 八幡 市

民会館  

北 九 州 市 八 幡 東 区 尾

倉二丁目 6 番 5 号  

北 九 州市 立 戸畑 市

民会館  

北 九 州 市 戸 畑 区 汐 井

町 1 番 6 号  

北 九 州市 立 大手 町

練習場  

北 九 州 市 小 倉 北 区 大

手町 11 番 4 号  

市民会館  演劇、音楽その他の利用に供す

る こ と に よ り 市民 文 化 の 向 上

に資する。  

北 九 州市 立 旧百 三

十銀行ギャラリー  

北 九 州 市 八 幡 東 区 西

本町一丁目 20 番 2 号  

 


